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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のおよび第２の成分を含み、前記第１の成分は任意のプレグナン配糖体またはこれ
らの混合物を含み、前記第２の成分は（－）－ヒドロキシクエン酸塩（ＨＣＡ）（ガルシ
ニアカンボジア抽出物または他のものとして）を含み、前記第１の成分の量は約４～８重
量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約５～１０重量部の範囲であり、ここで前記第
１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、患者の、
　ｉ．肥満の治療／管理；
　ｉｉ．食欲のレベルの減少；
　ｉｉｉ．ウエスト、腕、およびヒップの周囲の減少；
　ｉｖ．体重減少
　ｖ．血中コレステロールの減少；および
　ｖ．ＢＭＩの減少；
における治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項２】
　第１の、第２の、第３の、および第４の成分を含み、前記第１の成分は任意のプレグナ
ン配糖体またはこれらの混合物を含み、前記第２の成分はモノメチオニン亜鉛を含み、前
記第３の成分はシトラスビオフラボノイドを含み、前記第４の成分はセレン（キレートと
してまたは他の形態で）を含み、前記第１の成分の量は約２５～５０重量部の範囲であり
、前記第２の成分の量は約５０～７５重量部の範囲であり、前記第３の成分の量は約７５
～１２５重量部の範囲であり、前記第４の成分の量は約１～４重量部の範囲であり、ここ
で前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、患者
の、
　ｉ．老化症候群の治療／管理；
　ｉｉ．皮膚の栄養ならびに皮膚の弾力性および健康；
　ｉｉｉ．癌の防御／予防；および
　ｉｖ．抗酸化作用ならびに全身の健康およびフィットネスを確実にすること；
における治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項３】
　第１の、第２の、第３の、および第４の成分を含み、前記第１の成分は任意のプレグナ
ン配糖体またはこれらの混合物を含み、前記第２の成分はモノメチオニン亜鉛を含み、前
記第３の成分はシトラスビオフラボノイドを含み、前記第４の成分はセレン（キレートと
してまたは他の形態で）を含み、前記第１の成分の量は約２５～５０重量部の範囲であり
、前記第２の成分の量は約５０～７５重量部の範囲であり、前記第３の成分の量は約７５
～１００重量部の範囲であり、前記第４の成分の量は約３～５重量部の範囲であり、ここ
で前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、更年
期障害に悩む、および／またはほてりおよび閉経期の苦痛の軽減を希望する患者の治療に
おける治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項４】
　第１のおよび第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体またはこ
れらの混合物を含み、これにカラルマ種の植物のサポニン配糖体を含み、前記第２の成分
は緑茶のカテキン（緑茶抽出物または他のものとして）を含み、前記第１の成分の量は約
４５～７５重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約５０～１００重量部の範囲であ
り、前記サポニン配糖体の量は約１～７．５重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分
の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、中程度のＢＭＲおよび
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／またはスタミナ、持久力およびエネルギーのレベルの増加を希望する患者の治療におけ
る治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項５】
　第１の、第２の、および第３の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖
体またはこれらの混合物を含み、これにカラルマ種の植物のサポニン配糖体を含み、前記
第２の成分は緑茶のカテキン（緑茶抽出物または他のものとして）を含み、前記第３の成
分はアシュワガンダのウィタゴライド（ウィタニア　ソムニフェラ抽出物または他の形態
で）を含み、前記第１の、第２の、および第３の成分の量は、それぞれ約５０～１００重
量部の範囲であり、前記サポニン配糖体の量は約１～１０重量部の範囲であり、ここで前
記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、ＢＭＲお
よび／またはスタミナ、持久力およびエネルギーのレベルの増加を希望する患者の治療に
おける治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項６】
　第１の、第２の、および第３の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖
体またはこれらの混合物を含み、前記第２の成分はグルコサミン（硫酸塩または他のもの
として）を含み、前記第３の成分はルチン（または他のビオフラボノイド）を含み、前記
第１の成分の量は約４５～１３５重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約１２５～
３７５重量部の範囲であり、前記第３の成分の量は約３５～１２５重量部の範囲であり、
ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定され、こ
こで規定される前記グルコサミンの量はその硫酸塩としてのものである、体重を支える関
節の変形性関節炎を患う、および／または関節の痛みおよび炎症の緩和を希望する患者の
治療における治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項７】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はルチン（または他のビオフラボノイド）を含み
、前記第１の成分の量は約４～１０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約１０～
３０重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシド
の分子当量で規定される、体重を支える関節の変形性関節炎を患う、および／または関節
の痛みおよび炎症の緩和を希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持
用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項８】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はグルコサミン（硫酸塩または他のものとして）
を含み、前記第１の成分の量は約１～２重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約６
～７．５重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバ
シドの分子当量で規定され、ここで規定される前記グルコサミンの量はその硫酸塩として
のものである、体重を支える関節の変形性関節炎を患う、および／または関節の痛みおよ
び炎症の緩和ならびに関節の若返りを希望する患者の治療における治療用投与量および／
または維持用投与量として用いるための薬剤組成物および栄養補助食品。
【請求項９】
　第１の、第２の、および第３の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖
体またはこれらの混合物を含み、前記第２の成分はルチン（または他のビオフラボノイド
）を含み、前記第３の成分はバンブーシリカ（７０％濃度または他のもの）を含み、前記
第１の成分の量は約１２～３０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約３０～９０
重量部の範囲であり、前記第３の成分の量は約５～１０重量部の範囲であり、ここで前記
第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、体重を支え
る関節の変形性関節炎を患う、および／または関節の痛みおよび炎症の緩和を希望する患
者の治療における治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成
物。
【請求項１０】



(4) JP 2007-534747 A5 2008.6.19

　第１の、第２の、第３の、および第４の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグ
ナン配糖体またはこれらの混合物を含み、前記第２の成分はグルコサミン（硫酸塩または
他のものとして）を含み、前記第３の成分はルチン（または他のビオフラボノイド）を含
み、前記第４の成分はバンブーシリカ（７０％濃度または他のもの）を含み、前記第１の
成分の量は約９～２７重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約２５～７５重量部の
範囲であり、前記第３の成分の量は約７．５～２５重量部の範囲であり、前記第４の成分
の量は約５～１０重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、
カラツバシドの分子当量で規定され、ここで規定される前記グルコサミンの量はその硫酸
塩としてのものである、体重を支える関節の変形性関節炎を患う、および／または関節の
痛みおよび炎症の緩和を希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持用
投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項１１】
　第１のおよび第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体またはこ
れらの混合物を含み、これにカラルマ種の植物の苦味成分を含み、前記第２の成分は４－
ヒドロキシ－イソロイシン（フェヌグリーク抽出物または他のものとして）を含み、前記
第１の成分の量は約１００～２５０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約１００
～２００重量部の範囲であり、前記苦味成分の量は約２～８重量部の範囲であり、ここで
前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、高血糖
値もしくは２型糖尿病を患う、および／または血糖の制御／調節を希望する患者の治療に
おける治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項１２】
　第１の、第２の、第３の、第４の、および第５の成分を含み、前記第１の成分は、任意
のプレグナン配糖体またはこれらの混合物を含み、前記第２の成分は約１０％のテルペン
を含むコッキニア抽出物を含み、前記第３の成分は、約８％の苦味成分を含むニガウリを
含み、前記第４の成分は約１５％のポリフェノールを含むシナモン抽出物を含み、前記第
５の成分は約４０％の４－ヒドロキシ－イソロイシンを含むフェヌグリーク抽出物を含み
、前記第１の成分の量は約１００～２５０重量部の範囲であり、前記第２の、第３の、第
４の、および第５の成分の量はそれぞれ約１００～２００重量部の範囲であり、ここで前
記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、高血糖値
もしくは２型糖尿病を患う、および／または血糖の制御／調節を希望する患者の治療にお
ける治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項１３】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分は約３％のググルステロンを含むコムフォラ　ム
クル抽出物を含み、前記第１のおよび第２の成分の量はそれぞれ約１２５～２５０重量部
の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量
で規定される、軽度から中程度の高血圧を有する患者の治療における治療用投与量および
／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項１４】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はアシュワガンダのウィタゴライド（ウィタニア
　ソムニフェラ抽出物または他のものとして）を含み、前記第１の成分の量は約１０～２
５重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約４～８重量部の範囲であり、ここで前記
第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、臨床的うつ
病を患う、または心的状態の向上を希望する患者の治療における治療用投与量および／ま
たは維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項１５】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はアシュワガンダのウィタゴライド（ウィタニア
　ソムニフェラ抽出物または他のものとして）を含み、前記第１の成分の量は約１０～２
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０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約４～８重量部の範囲であり、ここで前記
第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、原発性イン
ポテンスおよび／または性欲の低下などの性機能障害を患う、および／または性欲ならび
に性的な力、活力およびスタミナの増加を希望する患者の治療における治療用投与量およ
び／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項１６】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はシラジットを含み、前記第１の成分の量は約１
０～２０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約４～８重量部の範囲であり、ここ
で前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、原発
性インポテンスおよび／または性欲の低下などの性機能障害を患う、および／または性欲
ならびに性的な力、活力およびスタミナの増加を希望する患者の治療における治療用投与
量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項１７】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分は約５０％のプロトジオシンを含むフェヌグリー
ク抽出物を含み、前記第１の成分の量は約１０～２０重量部の範囲であり、前記第２の成
分の量は約１０～２０重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖
体、カラツバシドの分子当量で規定される、原発性インポテンスおよび／または性欲の低
下などの性機能障害を患う、および／または性欲ならびに性的な力、活力およびスタミナ
の増加を希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持用投与量として用
いるための薬剤組成物。
【請求項１８】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、これにカラルマ種の植物のサポニン配糖体を含み、前記第２の成
分は緑茶のカテキンを含み、前記第１のおよび前記第２の成分、および前記サポニン配糖
体の量はそれぞれ約４～８重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン
配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、老化症候群の治療を希望する患者の治療
における治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項１９】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分は約４０％のカテキンを含む緑茶抽出物を含み、
前記第１の成分の量は約４～８重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約１０～１４
重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分
子当量で規定される、老化症候群の治療を希望する患者の治療における治療用投与量およ
び／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項２０】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分は約８％のイソフラボンを含むレッドクローバー
の抽出物を含み、前記第１の成分の量は約２～４重量部の範囲であり、前記第２の成分の
量は約４～８重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラ
ツバシドの分子当量で規定される、更年期障害に悩む、またはほてりおよび閉経期の苦痛
の軽減を希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持用投与量として用
いるための薬剤組成物。
【請求項２１】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分は約５％のトリフィトエストロゲンを含むホップ
スフラワーの抽出物を含み、前記第１の成分の量は約２～４重量部の範囲であり、前記第
２の成分の量は約４～８重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配
糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、更年期障害に悩む、またはほてりおよび閉
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経期の苦痛の軽減を希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持用投与
量として用いるための薬剤組成物。
【請求項２２】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分は約１０％のエラグ酸を含むザクロの抽出物を含
み、前記第１の成分の量は約２～４重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約４～８
重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分
子当量で規定される、更年期障害に悩む、またはほてりおよび閉経期の苦痛の軽減を希望
する患者の治療における治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬
剤組成物。
【請求項２３】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分は約５％のトリフィトエストロゲンを含む甘草抽
出物を含み、前記第１の成分の量は約２～４重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は
約４～８重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバ
シドの分子当量で規定される、更年期障害に悩む、またはほてりおよび閉経期の苦痛の軽
減を希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持用投与量として用いる
ための薬剤組成物。
【請求項２４】
　第１の、第２の、および第３の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖
体またはこれらの混合物を含み、前記第２の成分は約２５％のポリフェノールを含むハイ
ビスカス　サブダリッファ抽出物を含み、前記第３の成分は約３％のググルステロンを含
むコムフォラ　ムクル抽出物を含み、前記第１の成分の量は約５～２０重量部の範囲であ
り、前記第２の成分の量は約６～１０重量部の範囲であり、前記第３の成分の量は約４～
８重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの
分子当量で規定される、高コレステロール血症を患う、および／または血中コレステロー
ルの低減を希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持用投与量として
用いるための薬剤組成物。
【請求項２５】
　第１のおよび第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体またはこ
れらの混合物を含み、これにカラルマ種の植物のサポニン配糖体を含み、前記第２の成分
は緑茶のカテキンを含み、前記第１の成分の量は約９０～１５０重量部の範囲であり、前
記第２の成分の量は約１００～２００重量部の範囲であり、前記サポニン配糖体の量は約
２～１５重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバ
シドの分子当量で規定される、高コレステロール血症を患う、および／または血中コレス
テロールの低減を希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持用投与量
として用いるための薬剤組成物。
【請求項２６】
　第１のおよび第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体またはこ
れらの混合物を含み、これにカラルマ種の植物のサポニン配糖体を含み、前記第２の成分
は緑茶のカテキン（緑茶抽出物または他のものとして）を含み、前記第１のおよび第２の
成分、および前記サポニン配糖体の量はそれぞれ約４～８重量部の範囲であり、ここで前
記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、抗酸化作
用および／または全身の健康およびフィットネスを確実にすることを希望する患者の治療
における治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項２７】
　第１のおよび第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体またはこ
れらの混合物を含み、前記第２の成分は約４０％のカテキンを含む緑茶抽出物を含み、前
記第１の成分の量は約４～８重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約１０～１４重
量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子
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当量で規定される、抗酸化作用および／または全身の健康およびフィットネスを確実にす
ることを希望する患者の治療における治療用投与量および／または維持用投与量として用
いるための薬剤組成物。
【請求項２８】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はアシュワガンダのウィタゴライド（ウィタニア
　ソムニフェラ抽出物または他のものとして）を含み、前記第１の成分の量は約５～１０
重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約２～４重量部の範囲であり、ここで前記第
１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、臨床的うつ病
を患う、または心的状態の向上を希望する患者の治療における維持用投与量として用いる
ための薬剤組成物。
【請求項２９】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はアシュワガンダのウィタゴライド（ウィタニア
　ソムニフェラ抽出物または他のものとして）を含み、前記第１の成分の量は約５～２０
重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約２～４重量部の範囲であり、ここで前記第
１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、原発性インポ
テンスおよび／または性欲の低下などの性機能障害を患う、および／または性欲ならびに
性的な力、活力およびスタミナの増加を希望する患者の治療における維持用投与量として
用いるための薬剤組成物。
【請求項３０】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はシラジットを含み、前記第１の成分の量は約５
～１０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約２～４重量部の範囲であり、ここで
前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、原発性
インポテンスおよび／または性欲の低下などの性機能障害を患う、および／または性欲な
らびに性的な力、活力およびスタミナの増加を希望する患者の治療における維持用投与量
として用いるための薬剤組成物。
【請求項３１】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分は約５０％のプロトジオシンを含むフェヌグリー
ク抽出物を含み、前記第１の成分の量は約５～１０重量部の範囲であり、前記第２の成分
の量は約５～１０重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、
カラツバシドの分子当量で規定される、原発性インポテンスおよび／または性欲の低下な
どの性機能障害を患う、および／または性欲ならびに性的な力、活力およびスタミナの増
加を希望する患者の治療における維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項３２】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、これにカラルマ種の植物のサポニン配糖体を含み、前記第２の成
分は緑茶のカテキン（緑茶抽出物または他のものとして）を含み、前記第１成分の量は約
１０～２０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約５～１０重量部の範囲であり、
前記サポニン配糖体の量は約１２～３０重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量
はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、老化症候群の治療／管理、
および／または全身の健康およびフィットネスを確実にすることを希望する患者の治療に
おける維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項３３】
　第１の、および第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体または
これらの混合物を含み、前記第２の成分はグルコサミン（硫酸塩または他のものとして）
を含み、前記第１の成分の量は約１２～３０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は
約４０～１００重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カ
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ラツバシドの分子当量で規定され、ここで規定される前記グルコサミンの量はその硫酸塩
としてのものである、体重を支える関節の変形性関節炎を患う、および／または関節の痛
みおよび炎症の緩和ならびに関節の若返りを希望する患者の治療における治療用投与量お
よび／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項３４】
　第１のおよび第２の成分を含み、前記第１の成分は、任意のプレグナン配糖体またはこ
れらの混合物を含み、これにカラルマ種の植物の苦味成分を含み、前記第２の成分は４－
ヒドロキシ－イソロイシン（フェヌグリーク抽出物または他のものとして）を含み、前記
第１の成分の量は約１００～２５０重量部の範囲であり、前記第２の成分の量は約１００
～２００重量部の範囲であり、前記苦味成分の量は約２～８重量部の範囲であり、ここで
前記第１の成分の量はプレグナン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、２型糖
尿病を患う、および／または血糖の制御／調節を希望する患者の治療における治療用投与
量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項３５】
　第１のおよび第２の成分を含み、前記第１の成分は任意のプレグナン配糖体またはこれ
らの混合物を含み、前記第２の成分は（－）－ヒドロキシクエン酸塩（ＨＣＡ）（ガルシ
ニアカンボジア抽出物または他のものとして）を含み、前記第１のおよび第２の成分の量
はそれぞれ約１２５～２５０重量部の範囲であり、ここで前記第１の成分の量はプレグナ
ン配糖体、カラツバシドの分子当量で規定される、軽度から中程度の高血圧を患う患者の
治療における治療用投与量および／または維持用投与量として用いるための薬剤組成物。
【請求項３６】
　前記プレグナン配糖体は、異性体を含むカラツバシドおよびボウセロシドを主に含む、
請求項１～３５のいずれか１項に記載の薬剤組成物。
【請求項３７】
　前記カラツバシドおよびボウセロシドは、９９重量％以上の前記配糖体を含む、請求項
３６に記載の薬剤組成物。
【請求項３８】
　前記カラツバシドのボウセロシドに対する比は、重量比で約９：１～１９：１である、
請求項３７に記載の薬剤組成物。
【請求項３９】
　前記プレグナン配糖体は、植物由来のものであって、１以上のカラルマ種の植物の抽出
物を含む、請求項１～３８のいずれか１項に記載の薬剤組成物。
【請求項４０】
　前記プレグナン配糖体は、カラルマフィンブリアタ種の抽出物を含む、請求項３９に記
載の薬剤組成物。
【請求項４１】
　前記プレグナン配糖体は、変換されていない形態で存在する、請求項１～４０のいずれ
か１項に記載の薬剤組成物。
【請求項４２】
　前記プレグナン配糖体が水性エタノール抽出物の形態で存在し、前記プレグナン配糖体
の含有量が、好ましくは、約５～１５％（ｗ／ｗ）または約１５％（ｗ／ｗ）超である、
請求項１～４１のいずれか１項に記載の薬剤組成物。
【請求項４３】
　前記プレグナン配糖体が適当な賦形剤に吸着した形態で存在する、請求項１～４１のい
ずれか１項に記載の薬剤組成物。
【請求項４４】
　前記賦形剤が、マルトデキストリンまたは炭酸マグネシウムである、請求項４３に記載
の薬剤組成物。
【請求項４５】
　前記プレグナン配糖体および他の成分が変換されていない形態で、または、任意の製薬
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上許容される塩および／または任意の製薬上許容される担体の形態で存在し、任意の製薬
上許容される香料および／または着色料を含む、請求項１～４４のいずれか１項に記載の
薬剤組成物。
【請求項４６】
　前記治療用および維持用投与量は、カプセル、錠剤、シロップ、スプレーなどの任意の
製薬上許容される形態で存在する、請求項１～４５のいずれか１項に記載の薬剤組成物。
【請求項４７】
　前記組成物の成分は、実質的に治療性でない植物材料などの他の材料を含む、請求項１
～４６のいずれか１項に記載の薬剤組成物。
【請求項４８】
　前記サポニン配糖体は、前記第１の成分の一部ではなく、前記組成物に混合される追加
的な成分である、請求項１～４７のいずれか１項に記載の薬剤組成物。
【請求項４９】
　カラルマの前記苦味成分は、前記第１の成分の一部ではなく、前記組成物に混合される
追加的な成分である、請求項１～４８のいずれかに記載の薬剤組成物。
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